
（第17761号）東 京 都 公 報令和5年2月17日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

告

示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
湾
横
断
道
路
木
更
津
人
工
島
周
辺
海
域
の
水
産
動
植

物
の
採
捕
及
び
遊
漁
の
案
内
の
禁
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
都
市
計
画
事
業
の
施
行
…
…（
建
設
局
道
路
建
設
部
管
理
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
�

雑

報

○
地
方
独
立
行
政
法
人
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産
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度
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る
公
告
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の

九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
神
宮
外
苑
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発

事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
不
動
産
株
式
会
社
、
明
治
神
宮
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再

生
機
構
及
び
伊
藤
忠
商
事
株
式
会
社

二

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

新
宿
区
霞
ヶ
丘
町
、
港
区
北
青
山
一
丁
目
及
び
北
青
山
二
丁
目

各
地
内

四

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
名
称

神
宮
外
苑
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
二
番
一
号

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
二
月
十
七
日

七

施
行
者
の
住
所

三
井
不
動
産
株
式
会
社

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一

号
明
治
神
宮

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
一
番
一
号

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
本
町

六
丁
目
五
十
番
地
一

伊
藤
忠
商
事
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
一

番
三
号

八

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
の
ほ
か
、
代
表
施
行
者
が
適
当
と
認
め
る
場

所
に
掲
示
す
る
。

十

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
五
年
三
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
エ
ム
ズ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

大
橋

一
郎

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
四
丁
目
二
十
五
番
三

十
五
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑸
第
七
八
〇
六
九
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

二

処
分
年
月
日

令
和
五
年
二
月
七
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
三
十
日
間
（
令
和
五
年
二
月

二
十
二
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
三
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号
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◉
東
京
都
告
示
第
百
三
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
十
七
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

環
状
八
号

二

変
更
の
区
間

板
橋
区
若
木
三
丁
目
六
百
十
二
番
一
地
内
か
ら

同
所
六
百
十
五
番
七
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
、
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
神
奈
川
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
で
構
成
さ
れ
た
一
都
二
県
連
合
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
は
、
東
京
湾
横
断
道
路
木
更
津
人
工
島
（
以
下
「
海
ほ
た
る
」

と
い
う
。
）
周
辺
海
域
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る

た
め
、
法
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示

す
る
こ
と
と
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

有

元

貴

文

（
水
産
動
植
物
の
採
捕
及
び
遊
漁
の
案
内
の
禁
止
）

一

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
ア
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ

っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
（
以
下
「
区
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

水
産
動
植
物
の
採
捕
を
し
、
又
は
遊
漁
の
案
内
（
船
舶
に
よ
り
乗

客
を
区
域
に
案
内
し
て
水
産
動
植
物
を
採
捕
さ
せ
る
こ
と
を
い

う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
機
関
等
が
試

験
研
究
等
の
目
的
で
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
一
都
二
県
連
合
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
が
適
当
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

ア

海
ほ
た
る
北
東
の
突
角
か
ら
八
十
四
度
四
十
八
分
（
真
方
位

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
二
百
八
十
三
メ
ー
ト
ル
の
点

イ

海
ほ
た
る
南
東
の
突
角
か
ら
百
七
十
四
度
四
十
八
分
二
百
八

十
三
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ

海
ほ
た
る
南
西
の
突
角
か
ら
二
百
七
十
六
度
七
分
三
百
六
十

一
メ
ー
ト
ル
の
点

エ

海
ほ
た
る
北
西
の
突
角
か
ら
三
百
四
十
三
度
二
十
九
分
三
百

六
十
一
メ
ー
ト
ル
の
点

（
指
示
の
有
効
期
間
）

二

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
七

年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。



令和5年2月17日（金曜日）東 京 都 公 報（第17761号） ４

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
野
口
町
三
丁
目
七
番
十

八
及
び
同
番
六
十
か
ら
同
番
六
十

三
ま
で

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

清
瀬
市
下
清
戸
二
丁
目
五
百
五
十

八
番
一
及
び
同
番
一
地
先

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表
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都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
道

路
事
業
補
助
線
街

路
第
百
四
十
三
号

線

東
京
都
江
戸
川
区
江

戸
川
一
丁
目
及
び
東

篠
崎
二
丁
目
地
内

令
和
五
年

一
月
三
十

一
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

九
号

第
五
建

設
事
務

所

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
四

年
十
二

月
十
二

日

〇
〇
〇
九

千
賀
商
事

株
式
会
社

江
戸
川
区
東

小
松
川
四
丁

目
二
十
三
番

十
一
号

江
戸
川
区
松

江
三
丁
目
十

二
番
四
号

同
月
二

十
一
日

五
四
九
六

有
限
会
社

貴
堀
建
設

江
戸
川
区
江

戸
川
六
丁
目

四
十
二
番
地

一

リ
バ
ー

パ
ー
ク
古
川

三
〇
一

江
戸
川
区
江

戸
川
五
丁
目

四
十
番
地
一

同
月
二

十
二
日

四
一
二
二

株
式
会
社

ス
タ
ー
チ

ス

足
立
区
島
根

二
丁
目
十
三

番
二
十
号

足
立
区
保
木

間
五
丁
目
六

番
十
号

同
日

二
八
九
九

有
限
会
社

松
永
設
備

工
業
所

台
東
区
日
本

堤
一
丁
目
四

番
二
号

二

〇
一

台
東
区
清
川

二
丁
目
十
五

番
十
三
号

令
和
四

年
十
二

月
二
十

八
日

一
九
七
一

大
高
設
備

工
事
株
式

会
社

足
立
区
保
塚

町
一
番
二
十

号

シ
ュ
ロ

ス
保
塚
一
〇

一

足
立
区
六
町

三
丁
目
二
番

十
二
号

同
日

一
三
六
三

株
式
会
社

高
橋
管
工

社

文
京
区
千
石

四
丁
目
十
四

番
十
号

文
京
区
本
駒

込
二
丁
目
二

十
七
番
十
六

号

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
四

年
十
二

月
五
日

二
四
六
四

有
限
会
社

日
置
設
備

工
業

日
置

雅
宏

日
置

恒
雄

同
日

二
九
九
五

有
限
会
社

石
井
工
業

所

石
井

英
樹

石
井

輝
男

令
和
四

年
十
二

月
十
二

日

三
六
三
八

有
限
会
社

新
光
冷
温

土
屋

雅
顕

土
屋

功

同
月
十

五
日

三
七
四
一

堀
江
工
設

株
式
会
社

堀
江

克
紀

堀
江

保
夫

同
月
十

六
日

〇
八
七
〇

川
崎
設
備

工
業
株
式

会
社
東
部

支
社

山
崎

広

番

清
彦

同
月
二

十
日

一
九
六
三

有
限
会
社

井
山
水
道

設
備

井
山

成
幸

井
山

直
治

同
月
二

五
〇
七
四

株
式
会
社

山
崎

康
幸

原
田

博
明

十
六
日

関
東
設
備

工
業

雑

報

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン

タ
ー
令
和
三
年
度
財
務
諸
表
に
関
す
る
公
告

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
地
方
独
立
行
政
法

人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
財
務
諸
表
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ

ン
タ
ー

理
事
長

黒

部

篤
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